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【手続補正書】
【提出日】平成26年9月26日(2014.9.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　酸化物絶縁層上に酸化物半導体膜を形成し、
　前記酸化物半導体膜は第１の結晶と第２の結晶とを有し、
　前記第１の結晶のｃ軸と、前記酸化物半導体膜表面の法線ベクトルとのなす角は、－５
°以上５°以下の範囲内であり、
　前記第２の結晶のｃ軸と、前記酸化物半導体膜表面の法線ベクトルとのなす角は、－５
°以上５°以下の範囲内であり、
　前記第１の結晶と前記第２の結晶とでは、互いにａ軸の向きは異なり、
　前記第１の結晶と前記第２の結晶とでは、互いにｂ軸の向きは異なり、
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　前記酸化物半導体膜に第１の酸素導入処理を行い、
　前記酸化物半導体膜をエッチングすることで島状の酸化物半導体層を形成し、
　前記酸化物半導体層の少なくとも側端部に第２の酸素導入処理を行う半導体装置の作製
方法。
【請求項２】
　酸化物絶縁層上に酸化物半導体膜を形成し、
　前記酸化物半導体膜は第１の結晶と第２の結晶とを有し、
　前記第１の結晶のｃ軸と、前記酸化物半導体膜表面の法線ベクトルとのなす角は、－５
°以上５°以下の範囲内であり、
　前記第２の結晶のｃ軸と、前記酸化物半導体膜表面の法線ベクトルとのなす角は、－５
°以上５°以下の範囲内であり、
　前記第１の結晶と前記第２の結晶とでは、互いにａ軸の向きは異なり、
　前記第１の結晶と前記第２の結晶とでは、互いにｂ軸の向きは異なり、
　前記酸化物半導体膜に第１の酸素導入処理を行い、
　前記酸化物半導体膜をエッチングすることで島状の酸化物半導体層を形成し、
　前記酸化物半導体層の少なくとも側端部に第２の酸素導入処理を行い、
　前記酸化物半導体層上にゲート絶縁層を形成し、
　前記ゲート絶縁層上にゲート電極層を形成する半導体装置の作製方法。
【請求項３】
　請求項１または請求項２において、
　前記第１の酸素導入処理は、イオン注入法によって行う半導体装置の作製方法。
【請求項４】
　請求項１または請求項２において、
　前記第１の酸素導入処理は、プラズマ処理によって行う半導体装置の作製方法。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一において、
　前記第２の酸素導入処理は、イオン注入法によって行う半導体装置の作製方法。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一において、
　前記第２の酸素導入処理は、プラズマ処理によって行う半導体装置の作製方法。


	header
	written-amendment

